
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年３月 

山口県教育委員会 

授業づくりと評価の手引き 

実践編 

 この手引きは、生徒一人ひとりの確かな学力の向上に向けた指導の改善

を図るために、各教科において言語活動を充実させる指導方法や、指導と

評価を計画的に進める際の具体的な手立てなどを掲載したものです。 

 この手引きを活用して、学習指導要領の趣旨を踏まえた授業づくりや、

指導と評価の一体化を意識した授業改善を進めてください。 
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  はじめに 

 

平成２１年に告示された高等学校学習指導要領は、平成２４年度から数学・理科が

先行実施され、いよいよ平成２５年度の入学生から年次進行で全ての教科で実施され

ることとなります。 

御承知のとおり、新学習指導要領においては、教育基本法の改正等を踏まえ、知・

徳・体の調和のとれた「生きる力」を育むという現行の学習指導要領の理念を引き継

ぎ、基礎的な知識・技能を習得させるとともに、これらを活用して課題を解決するた

めに必要な思考力・判断力・表現力等を育成し、主体的に学習に取り組む態度を養う

ことをめざしております。 

県教委では、各学校が新学習指導要領を踏まえ、教育課程の編成や授業改善、教育

活動の充実に取り組む際の指針となるよう、平成２２年１２月に「新学習指導要領実

施上の手引き～高等学校～」を作成し、全ての学校に配付しました。 

また、知・徳・体の調和を図りながら、「学力の向上」に焦点を当てて、学校の組

織的な取組の推進や教員の指導力の向上、生徒の学ぶ意欲の向上についての方向性を

示すものとして、「学力向上推進の手引き～まなびゲーション～」（平成２４年３月）

及び「授業づくりと評価の手引き（基礎編）」（平成２４年３月）を作成し、各学校に

おける学力向上に向けた取組の推進に努めてきたところです。 

このたび作成した「授業づくりと評価の手引き（実践編）」には、各教科において

言語活動の充実を図るためのポイントや、指導と評価の計画を立てる際の留意点等を

具体的に示すとともに、本県の教育力向上指導員による授業実践等を掲載しておりま

す。これまでの学力向上に関する手引きと合わせて、本手引きを校内研修や授業研究

の機会に効果的に活用し、生徒一人ひとりの確かな学力の定着に向けた授業改善を図

るとともに、山口県らしい教育を推進していただくようお願いいたします。 

 

平成２５年３月 

山口県教育庁高校教育課長 廣川  晋 
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